
Ⅰ．関川水系・姫川水系の現状

１ 降雨状況及び流況
①関川水系
②姫川水系

２ 河川の水質について

Ⅱ．令和7年度小雨・渇水に対する各機関の取り組み結果等

１ 各機関の渇水対応等について

２ 高田河川国道事務所の対応について

Ⅲ．今後の渇水対応に向けた対応

１ 関川・姫川渇水委情報連絡会規約の改定について

２ 来年度からの情報連絡会の連絡体制について

３ 関川・姫川渇水対応タイムラインの策定について

令和７年度 関川・姫川渇水情報連絡会 第２回 幹事会 開催概要

当事務所が管理する関川・姫川では、本年7月の記録的小雨により、河川流量の減少等が確認されことから7月31日に
「関川・姫川渇水情報連絡会幹事会」を開催し、関係機関と河川状況など渇水に対する情報共有等を行うとともに、その後
も情報連絡会として渇水対応を行って参りました。
このたび、情報連絡会として今夏の渇水対応等を総括し、今後の渇水発生時に向けた対応について協議を行うことを目的
に第2回幹事会を開催しました。

■日時 令和７年１１月５日（水） １４：００～１５：００

（WEB会議方式による開催）

■出席者

関川・姫川水系の利水者など全２３機関

（高田河川国道事務所、農林水産省北陸農政局、新潟県上越地域振興、新潟県糸魚川地域振興局、長野県建設部河川課、長野県建
設事務所、長野県大町建設事務所、上越市、糸魚川市、白馬村、関川地区土地改良区連合、発電・工業用水道等関係機関8社）

議事内容

開催概要

令和７年度 関川・姫川渇水情報連絡会 第2回 幹事会 状況



関川・姫川渇水情報連絡会第２回幹事会を開催しました（令和７年１１月５日） 
 

高田河川国道事務所（以下、「事務所」という。）では、本年 7 月の記録的小雨により関川・姫川の河川流量

が減少する等が確認されたことから 7 月 31 日に「関川・姫川渇水情報連絡会（以下、「情報連絡会」という。）幹

事会」を開催し、参画機関に河川状況などの渇水に関する情報共有等を行いながら各種の渇水対応を行ってきたと

ころです。 

今般、今夏の渇水およびその対応について情報連絡会として総括するとともに今後の渇水発生時の円滑な対応等

について協議することを目的に１１月５日（水）１４：００から第２回幹事会を WEB 会議にて以下のとおり開

催しました。 
 
■第２回幹事会の議事内容 

  Ⅰ 開会挨拶     
 Ⅱ 関川水系・姫川水系の河川状況 

・事務所から両水系の基準点における河川流況・水質調査結果の改善状況について説明しました。 
Ⅲ 令和７年度小雨・渇水に対する各機関の取り組み結果等 

・事前に事務所が参画機関に対して行った調査（「渇水の被害・影響や具体的状況」、「具体的な渇水対 
応」を取りまとめた結果を報告し、情報共有を行いました。 

・幾つかの立場で事務所が行った渇水対応の結果について報告し、情報共有を行いました。 
Ⅳ 今後の渇水対応に向けた事項  

事務局より今後の渇水発生時に迅速で円滑な渇水対応を行うことを目的とする以下の三点を説明し、了承 
されました 

ⅰ 「情報連絡会規約の改正について」 
今夏の渇水対応を踏まえて情報連絡会に参画されていない関係機関を加え、併せて、迅速な渇水対
応のため水系毎に情報連絡会を開催できるなどの点について一部改正する。 

ⅱ 「来年度からの情報連絡会の連絡体制について」 
毎年度第一四半期に書面開催などの簡便な方法で第一回幹事会を定期開催することとし、事務所や 
関係機関間の連絡体制、情報共有体制の確認などを行うことで渇水発生に備える体制に変更する。 

ⅲ 「関川・姫川渇水対応タイムラインの策定について」 
国管理の河川において渇水による影響が大きい水系から作成している「渇水対応タイムライン」について、 

至近１０カ年における渇水状況実績に鑑み、関川・姫川についても令和１２年度を目標として渇水対
応タイムラインを作成し公表を行うよう、本年度から事務所で今夏の渇水対応をもとに検討・作業を進め
る。 

 Ⅴ 閉会挨拶 
 
（※）関川・姫川渇水情報連絡会 

連絡会は事務所と関係利水者で組織し、関川・姫川流域において渇水・冷夏・その他異常気象等の場合、関係
機関で水利使用の状況報告と調整、情報交換を行い、水利使用の適正な利用を円滑にするため、必要と判断した
場合に開催します。 

今夏の渇水では、事務所を含め２８の機関により、渇水に関する各種情報の共有や緊急的な取水に対する合意



形成などの対応を行いました。 






















































































